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202６年度基本要求・支部代交渉報告
県当局には現場からの切実な訴えに対して、誠実な対応を求めます！
再任用職員、会計年度任用職員をはじめ、全ての課題に知恵を絞って解決していきましょう

自治労県職労は１月9日、2026年度基本要求の支部代交渉を行いました。当日は多くの現場代表が参加し、切実な状況を訴えました。ここではその発言の一部を紹介します。
◇再任用職員の処遇改善について：
☆私はすでに再任用職員としての雇用が終了し、現在は臨時的任用職員である。再任用職員時代は、同じ業務を担っているにもかかわらず、他の職員と比較し給与や一時金が著しく低く抑えられた上に、手当類も支給されず、モチベーションを維持するのにたいへん苦慮した。
かつては年金支給額との兼ね合いで金額が抑えられた側面があると思うが、今はそうした制約がないにもかかわらず、現役職員と比べても処遇にあまりにも乖離があるのは納得がいかない。早急に改善を図るべきだと思う。

☆3年前に定年退職し再任用職員となった当初は、給料も大幅に下がるし、他の職員が残業していても、自分は先に退庁できるかな、くらいに軽く考えていた。しかし実際には、残業もかなりの時間行わなければ業務が終わらず、退職前と全然変わらなかった。

特に不当に感じたのは、私が退職した翌年から、定年延長が始まったが、期末勤勉手当の支給月数が自分たちと大きく異なることだった。退職時期は自分の意思で選択したわけでもないのに、わずか1年の違いで手当額が大きく異なるというのは全く解せない。こうした不公平な思いは、当事者全員が感じている。

【局長コメント】

　再任用制度のあり方については、当局も課題意識は持っており、国への申し入れは毎年行っている。
◇会計年度任用職員の更新上限について：
☆最近はどの職場でも非正規職員の割合が増えているが、自分の職場でも約4分の1が会計年度任用職員や臨任職員で構成されている。特に会計年度任用職員について、これまで当局は「定型的・補助的業務」を担っており、それに見合った処遇を行っていると説明してきたが、実際にはそれ以上の役割を求められている。

むしろそうした非正規職員ほど多くの経験を積み、その職員がいないと業務が回らないという職場も多い。国が撤廃した更新上限制度について、県では依然として制度を維持しているが、業務に精通している職員が雇用されないことで、仕事が立ち行かなく職場が出ることも実際に起こりえる。こうした業務遂行の点からも、また、非正規職員の雇用の安定のためにも、更新上限は直ちに撤廃されるべきだ。

【局長コメント】

現在、欠員が500人程度あるという状況で、多様な任用形態で県民サービスを担っていかなければならない状況。技術職も含め人員確保に努めるが、それぞれの制度については適正に運用していきたい。
◇交通用具使用の障害者の県外出張について：
☆現在、通勤の際に自家用自動車を使用している肢体障害者について、県外出張の際の自家用車使用が認められていないが、移動手段に制約があるから通勤時の利用が認められているわけで、全く矛盾している。早期に制度改正すべきだ。

【局長コメント】

自家用車を使った出張の合理性と、事故が起きた時の対応も考慮しなければならないことから、そうしたバランスも見て考えたい。
◇土木職など技術系職員の定数配置について：
☆私は横須賀三浦地域県政総合センターで、唯一近郊緑地と古都緑地の管理をしている部署に勤務しているが、技術系職員が二人しか配置されていない。

所管する緑地は、面積が広大かつ点在している上に、民家裏の急傾斜事業の工事発注や樹木の維持管理なども行っている。また、古都緑地は買入れを行っており、毎年管理地域が増えている。

　職員が行うことができる業務には限界があり、手の届かない緑地がどうしても生じてしまうため、毎日のように苦情対応を強いられ、精神的にも限界である。

そのような現場の状況を考慮し、適正な人員配置を強く求めたい。

【局長コメント】

　技術職の人材の確保が十分になされていない現状は問題と認識している。引き続き人材の確保に注力していく。水源環境保全政策がある中で、苦労が多いと察するが、引き続き適正配置に努める。
◇障害者に対する人事異動の配慮について：

☆障害者を持つ職員については、通勤経路を確認するのに相当な時間を必要とするため、要求を続けてきたところだが、これまでの当局の回答は「他の職員との兼ね合いから、障害を持つ職員のみ異動を前倒しすることは難しい」というものであった。
しかしながら、障害者差別解消法で事業者には「合理的配慮の提供」が義務化されており、当然に配慮されるべきもの。そんなに困難な問題とは思えない。なぜ前倒しができないのか、合理的な説明がなければ、当事者は納得できない。

◇人事異動の早期化について：

☆確定交渉で人事異動の内示時期がわずかに前倒しされたが、後任職員との引き継ぎや業務の日程調整を考えると、依然として十分な期間とは言えないため、さらなる内示の前倒しをお願いしたい。
【局長コメント】

　人事異動の内示の前倒しについては、県労連の場で提案し、理解をいただいたところ。現行の丁寧な内示のあり方や、人事異動の作業期間や業務量を考えると、現時点では提案時期が限界と申し上げてきた。ただし、デジタルの普及等で状況が変われば、内示時期の再検討も考えられることから、引き続き検討していきたい。
◇ジョブローテーションの見直しについて：

☆現在、労働センターに勤務しているが、1年間で約1万人の労働相談を受けている。本所の場合、約20人の相談員のうちの半数が、1～2年目の職員で占められている。すべての職員が日々、法律の勉強に勤しんではいるが、多種多様な相談に対応するにはやはり経験が不足している。
また、新規採用職員も昨年と今年、二人ずつ配置されたが、これらの職員もジョブローテーションで3年後に異動してしまうと、せっかく身に着けたスキルが活かせないということが繰り返される。意向申告書で分野を選ぶ仕組みがあるのだから、適材適所で人材が育つような職場環境を整備してほしい。

【局長コメント】

　県全体の半数が若手職員となっている職員構成で、労働センターに限らず、全ての職場においてジョブローテの課題は存在しているのではないかと思う。若手職員の人材育成と、10年程度でそれらの職員が中核を担うことを考えると、どのようにサービスを継続できるのか、併せて考える必要がある。
◇公用車運転員の確保について：

☆県央地域県政総合センターに勤務している。私の職場の管轄は厚木市、座間市、大和市、綾瀬市、海老名市、愛川町、清川村だが、このうち3市町村で電車が通っておらず、夜間に現地確認に行くと帰る手段が乏しいことから、これまでは職員が自家用車登録をして対応してきた。しかしながら現在は、グループ内に運転手登録をしている職員がいないため、公共交通機関を使用せざるを得ないが、本数も少なく、時間も余計にかかり、結果的に時間外も増えている。また、現場によっては極めて危険な道路を走行することもあり、身の危険を感じたことも少なくない。ついては、職員の自主運転を前提とせず、公用車運転員の配置を増やしていただきたい。
【局長コメント】

　業務に見合った運転手の確保は行ってきている。業務困難度が原因としてあるのであれば、局総務室や人事当局に相談いただきたい。
◇猛暑下における現場作業環境の改善について：

☆私は技術職で、産業廃棄物処理場等の許認可を担当しているが、事業者にはできるだけ早く手続きを進めたいとの希望も多く、猛暑下であっても現地調査を求められることがある。その際、事業者の方は比較的最先端のファン付き空調服や水冷式の作業着を着ているのに対し、我々の方は一部ファン付き作業着が導入されたものの、まだ全職員には行き渡っておらず、炎天下で命の危険を感じることもある。猛暑下の作業着については、形状機能の見直しを図っていただきたい。
【局長コメント】

　被服については、現在所属で必要な作業着の購入が可能となっているので、所属に働きかけをしていただければと思う。
◇障害者職業訓練校の現状について：
☆私は障害者職業能力開発校で勤務しているが、今日は現場で起きている課題についてお話ししたい。

私の職場では、半年から1年間、訓練生が訓練を受け就転職を目指しているが、かつては入校選考の基準を満たさなかった者も積極的に受け入れており、障害特性の複雑さから、専門性を有する福祉職の職員であっても指導の困難さが増していると感じる。

☆また昨今は、求められるスキルの変化も大きい。最近は生成AIを使ってプログラミングをする指導も行っているが、テキスト等の内容が情報スピードに追い付いていないため、試行錯誤を繰り返しながら指導を行っている状況。

【今後の日程】
　１月27日（火） 基本要求最終交渉

大抽選会当選者発表
多数の応募をいただきありがとうございました！

○自治労県本部賞（ギフトカタログ）み さん

○グループ保険賞（クッキー） TKSさん

○ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ賞（津久井うどん） ｊｊさん、星読み さん

○住所変更された組合員は、組合事務所まで連絡をお願いします！
○ご結婚、ご出産された組合員はお祝い金の請求をしてください！

（請求できるのは事実発生日から2年間です！）
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